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【第１章：釧路高専における基本方針等について】 

 

１．基本方針 

 本校における新型コロナウイルス感染症に対する基本方針を以下のとおり定める。 

（１）北海道や地域の感染状況に応じて、釧路高専独自の「感染症警戒レベル」を設定し、レベルごとの

行動指針をもとに感染症予防対策を徹底する。 

（２）校内感染・寮内感染が広がらないよう、クラスター防止対策に万全を期する。 

（３）コロナ禍においても、学生の「学びを止めない」よう、学びの機会を保証する。 

（４）保健所や医療機関と連携を密にして対応する。 

 

２．組織体制 

 釧路高専危機管理規則第１２条の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症に関する危機対策本

部」を設置し、上記基本方針のもと、組織的に迅速に対応する。 

（１）構成員 ※ ◎：本部長 〇：副本部長 
 ◎校長、副校長（〇教務主事、学生主事、寮務主事、校務主事、専攻科長）、各分野長、一般教育部門

（理系長、文系長）、各センター長、図書館長、事務部長、技術長、総務課長、学生課長 

（２）対応事項 

 ① ガイドラインの作成・改訂 

 ② 感染警戒レベルの設定 

 ③ 対応方針の決定 

 ④ 各種情報収集 

 

３．釧路高専内における感染症警戒レベルの設定 

 以下の表を参考に、地域の感染状況等その他を総合的に勘案したうえで、釧路高専内における新型コ

ロナウイルス感染症警戒レベルを、新型コロナウイルス対策本部にて設定する。 

 

 ※ 北海道の指標は、令和３年１２月８日北海道新型コロナウイルス感染症対策本部指揮室「新型コロナウイルス感染症に関する北

海道におけるレベル分類」を参照 

 

 

 

 

 

釧路高専内における 

感染症警戒レベル 

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ 

北海道の指標 

※釧路地域に換算 
ステージ１ 

ステージ２ 

①～③すべてを満たす 
ステージ３ ステージ４ 

新規感染者数 散発的に発生 ①１０万人あたり 15 人/週以上   

病床使用率 

一般医療が安定的に確

保されている 

②20％を超える ５０％以上 １００％を超える恐れ 

重傷者用病床使用率  ５０％以上 １００％を超える恐れ 

療養者数 ③10 万人あたり 20 人以上   

国の措置  道から国への要請を検討 

緊急事態宣言 

（一般措置区域） 

まん延防止等重点措置 

緊急事態宣言 

（特別措置区域） 

 

釧路高専の状況 感染者数０名 感染者数１名以上 
感染者が複数名 

学生・教職員間で感染 

クラスター発生 

（５名以上） 
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４．行動指針 

  以下の行動指針を参考に、対応する。 

  その他、国や北海道からの指針等も参考に、最終的には、対策本部で決定する。 

 

 レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ 

授業 
感染症対策をしたうえ

で通常どおり実施 

感染症対策をしたうえ

で通常どおり実施 

一部、遠隔授業や分散

登校等の実施を検討 

遠隔授業又は 

分散登校の実施 

学校生活等 
感染症対策を実施。 

密になる活動は自粛。 

感染症対策を実施。 

密になる活動は自粛。 

不要不急の移動はしな

い。 

感染症対策を実施。 

密になる活動は自粛。 

不要不急の移動はしな

い。 

平日 17:00 完全下校 

土日祝日は原則登校不

可。 

遠隔授業期間は原則登

校不可。 

感染症対策を実施。 

密になる活動は自粛。 

不要不急の移動はしな

い。 

授業終了後直ちに下校 

土日祝日及び遠隔授業

期間は原則登校不可。 

学生寮 開寮を継続 

開寮を継続 

帰省は可能な範囲で自

粛。 

開寮を継続 

帰省は基本的に自粛。

やむを得ない場合は保

護者の送迎を原則とす

る。 

原則として開寮を継続

し、帰省等の移動は強

く自粛を求める。ただ

し、やむを得ない場

合、希望者には保護者

の送迎により帰省を認

める。 

課外活動（学内） 

※自主的な活動も

含む。 

感染症対策をしたうえ

で実施 

感染症対策をしたうえ

で実施 

原則活動禁止とする

が、高体連・高専大会

等が直近にあり、参加

を予定する団体に関し

ては、「課外活動基準」

に基づき、活動を許可

する。 

原則活動禁止とする

が、高体連・高専大会

等が直近にあり、参加

を予定する団体に関し

ては、「課外活動基準」

に基づき、活動を許可

する。 

課外活動（学外） 
感染症対策をしたうえ

で実施 

感染症対策をしたうえ

で実施 

原則参加禁止とする

が、高体連・高専大会

等に関しては、「課外活

動基準」に基づき、参

加を許可する。 

原則参加禁止とする

が、高体連・高専大会

等に関しては、「課外活

動基準」に基づき、参

加を許可する。 

学校行事 

イベント 

感染症対策をしたうえ

で実施 

感染症対策を実施し、

縮小・実施方法の変更

などを検討したうえで

実施する。 

感染症対策を実施し、

縮小・実施方法の変更

などを検討したうえで

実施するかどうかも含

め、検討する。 

原則実施しないが、卒

業式・入学式等のイベ

ントは開催方法を工夫

したうえで極力実施す

ることを検討する。 

広報活動 

地域貢献活動 

感染症対策を実施した

うえで通常どおり実施

する。 

感染症対策を実施した

うえで通常どおり実施

する。 

感染症地域で地域貢献

活動を実施する場合

は、感染症対策を実施

したうえで実施できる

か検討し、判断する。 

感染症対策を実施した

うえで実施できるか検

討の上、判断する。 

感染症地域で地域貢献

活動を実施する場合

は、感染症対策を実施

したうえで実施できる

か検討し、判断する。 

原則実施しない。 

研究活動 
感染症対策をしたうえ

で実施 

感染症対策をしたうえ

で実施 

感染症対策をしたうえ

で実施 

学外者との対面での研

究は自粛する。 

教職員の勤務 
通常勤務を基本とする

が、在宅勤務も可 

通常勤務を基本とする

が、在宅勤務も可 

通常勤務を基本とする

が、在宅勤務も可 
在宅勤務を推奨する。 

会議 
対面会議 

Web 会議も可 

対面会議 

Web 会議も可 

対面会議 

Web 会議を推奨 
Web 会議を推奨 

教職員の出張 
感染症対策を実施した

うえで許可 

感染症対策を実施した

うえで許可 

感染症対策を実施した

うえで許可 

校長が許可をした場合

に限り認める。 

図書館利用 
感染症対策を実施した

うえで開館する。 

感染症対策を実施した

うえで開館する。 

原則、学内者のみの利

用とする。 

原則、学内者のみの利

用とする。 

施設の外部貸出 
感染症対策を実施した

うえで貸出を行う。 

感染症対策を実施した

うえで貸出を行う。 
原則、貸出はしない。 貸出はしない。 

  ※感染症地域：緊急事態宣言・まん延防止等措置区域内 
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【第２章：感染症対策と手続き】 

 

１．基本的な感染予防対策 

 新型コロナウイルス感染症は、発症前２日から発症後３日の感染力が高いといわれている。 

また、無症候性感染者から２４％、発症する前の感染者から３５％、発症した感染者から４１％感染

する。無症状や発症前（５９％）の感染が多い事から日常の感染予防が重要となる。 

 学生、教職員のみなさんは、下記の感染症対策の基本的事項について、十分理解し、実践すること。 

         

（１）距離の確保 

  人との距離は、出来るだけ２ｍ（最低１ｍ）を空け、会話をする時は、可能な限り向かい合わない

ようにする。 

（２）手洗い・手指消毒 

  ウイルスの侵入は手を介して目・鼻・口から侵入する。必要な場面で正しい方法で実施する。 

   ■ 校舎に入る際は、玄関に設置したアルコールで手指消毒を行う。 

   ■ こまめに手洗い、手指消毒を行う。手洗いは３０秒程度かけて石けんで丁寧に洗う。 

   ■ 手洗いや手指消毒のタイミング 

     ⇝ 校舎に出入りするとき 

     ⇝ 教室や実験室・研究室等に出入りするとき 

     ⇝ トイレの後 

     ⇝ 咳やくしゃみ、鼻をかんだ後 

     ⇝ 食事の前後 

     ⇝ 共有物（パソコンやスイッチなど）をさわった後 

     ⇝ 帰宅後 

（３）マスクの着用 

   ■ 原則、常時マスクを着用する。 

   ■ マスクは不織布または布マスクを着用する事が望ましい。（表参照）  

■ しっかりフィットさせて着用する。（鼻を出したり下げて着用しない） 
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（４）換気の実施        

  本校の卒業研究のデータによると、授業中の二酸化炭素濃度は、ロスナイを回しドアを解放して 

いても１２００～１４００ppm となっている。換気が必要換気量を満たすよう、二酸化炭素濃度は

１０００ppm を越えない事が望ましい。（厚生労働省）      

   ■ 機械換気は常に ON にする。        

   ■ 窓やドアを開けて自然換気をすること。４５分（授業（１コマ）ごと）1 回は 5 分以上 2

方向の窓やドアを開ける。始業時、昼休み、午後 4 時頃の 3 回は、全窓を開けて換気する。 
＊気候上可能な限り常時、困難な場合は 30 分に 1 回以上窓を開け自然換気することが望ましい。しかし、授

業を中断しての窓の解放が困難である場合は、授業（１コマ）ごとに（45 分以上にならないよう）実施す

る。  

＊室内の二酸化炭素濃度が８００ppm 以下なら集団感染は起こりにくいという知見がある。  

（５）普段の清掃・消毒 

   ■ 各教室に物品消毒用のアルコールを設置しているので、机・椅子は各自清拭消毒を行う。 

■ 教卓、出席簿、黒板消し、電気のスイッチ、ドアノブ、窓ノブなどは、掃除の際清拭消毒を

 行う。 

   ■ 演習室などで使用したキーボード、マウス、タブレット等も清拭消毒を行う。 
 ＊消毒は対象物に触れることで効果が発揮される。      

  噴霧の際は吸入しないように注意をし、消毒したい箇所に吹きかけてからムラのないよう  

  清拭消毒をする。  

（６）健康観察と行動記録 

   ■ 体温の測定を必ず実施し、体調を WEB 入力する。  

   ■ 平常時は行動記録の提出を求められることはないが、提示を求められた場合はすぐに提示出

来るよう記録すること。 

（７）感染情報の確認        

  地域の感染状況に注意するとともに、学校からの情報、道や市からの情報をこまめに確認するよう

心がけること。できる限り感染流行地域への移動は控え、感染流行地域からの来訪は控えてもらうよ

う理解を求めること。        

（８）対面授業における留意点        

   ■ 日頃から学校が示す基本的な予防対策を遵守し、規則正しい生活をすること。 

■ 登校前に体温測定、体調確認を行い WEB で報告すること。 

■ 教室に入る前に手洗い、手指の消毒をすること。 

■ 会話が多い授業や、実験などで距離が近くなるなどでは、飛沫感染を防ぐためフェイスシー

ルドまたはゴーグルの着用をお願いする場合があるが、マスクなしでの着用は避けること。 

   ■ 授業中、体調不良が生じた場合は、速やかに教員に伝え保健室に行くか、自室に戻るととも

に体調について担任・専攻科指導教員に報告すること。発熱など感染が疑わしい症状がある場

合は、受診をすること。 

  （２．体調不良を生じた時の対応」を参照） 

■ 学生も教員とともに教室の換気に努めること。 
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２．新型コロナウイルス感染症対応マニュアル（学生用） 

（１）学生に新型コロナウイルスに関する症状等がある場合  

   ■ 登校前：かかりつけ医に電話相談し、受診または自宅待機の指示を受けた場合には登校せず

保護者等から、学級担任又は副担任へ連絡する。（不在時は学生課）  

   ■ 登校後：授業担当教員に報告してから保健室へ行き、看護師の指示に従い、保護者の迎えで

      帰宅する。公共交通機関の利用は避ける。  

   ■ 寮内 ：宿直教員または寮職員に申し出る。感染を疑う症状と認める場合は隔離部屋で

      待機する。原則として保護者の迎えで帰宅とするが、遠方などで帰宅が困難な場合

      は速やかに受診をする。  

（２）受診方法 

  ①かかりつけ医がある場合は、事前に電話相談をする。かかりつけ医で対応可能な場合は、受診し、

検査（医師の判断で）をしてもらう。        

②かかりつけ医で対応出来ない場合は、近医に電話し受診出来るか確認する。それでも受診先がな

い・見つからない場合は下記に連絡し、医療機関を紹介してもらう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③受診する際の交通手段についても、受診先に相談し確認してから受診すること。 

（受診先によっては PCR 検査をクリニックで実施してくれるところもあるが、ドライブスルーで行

うなど決まりがあるので、検査を希望する場合も必ず伝え指示を確認する） 

（３）受診結果 

  学生は受診結果を学級担任又は副担任、専攻科指導教員に報告する。（不在の場合は学生課に連絡） 

  

  ※ 連絡を受けた教職員は、以下の項目について、次ページの「新型コロナウイルス感染を疑う症状

等に関するチェックリスト」に基づき、当該学生から聞き取りを行う。 

    聞き取ったチェックリストは学生課において保管し、危機対策本部等における議論の基礎資料

とする。 

 

   ① 感染を疑う症状が出た日（発熱や咳などの症状が出現した日） 

   ② 受診した医療機関名、受診した日時 

   ③ 医師からの今後の見通しに係る所見・助言内容 

     （検査内容・薬の処方の有無・登校の可否等） 

   ④ 保健所から指示があった場合は、連絡日時、指導・助言内容（自宅待機・登校可否）  

   ⑤ 現在の症状（熱、咳、咽頭痛等）、待機場所、最終登校日 

   ⑥ 感染した場合、いつからどんな症状が出ていたか（発症日） 

   ⑦ 発症（無症状の場合検体採取日）２日前から、1 日ごとの行動履歴・接触者の確認     

（授業、部活動、卒研等の参加状況等） 

   ⑧ 接触者の選定は学校で実施 
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○ 北海道釧路保健所 

   ０１５４－６５－５８１１ 平日８：４５～１７：３０ 

    FAX：０１５４－６５－５３５２ 

○ 北海道新型コロナウイルス感染症健康相談センター 

    ０１２０－５０１－５０７ フリーコール・２４時間 

    FAX：０１１－２０６－０７３２ 



 

 

 

 

（別紙様式）

学年/組･分野 通学区分 自宅・寮・下宿・アパート・その他（　　　　）

学生氏名

① 発熱及び咳などの感染を疑う症状が現われた日

　　体温 ℃ 時現在

・  受診日

 ・　PCR検査を受けた場合 検査結果 陽性　・陰性　・その他 受検日 令和　　　年　　　月　　　日

 ・　医師から指示された出席停止期間

保健所担当者名

④　現在の学生の様子・症状

　　　学生の待機場所（療養場所）

　　　学生の最終登校日

発症日

月　　　　日

月　　　　日

月　　　　日

月　　　　日

月　　　　日

月　　　　日

可　・　否

可　・　否

可　・　否

確認者

⑥　情報共有

教職員への情報共有可否

ウェブサイトへの掲載

いつからどんな症状が出ていたか

③　保健所からの指示があった場合

濃厚接触者等他の
学生への情報共有可否

      (熱 (体温)，咳，下痢などの症状)

 ・  連絡日時 令和　　　年　　　月　　　日　　　時ごろ

令和　　　年　　　月　　　日⑤  感染した場合

　発症日から２日前から、本日までの本校関係者との接
触状況、授業・補習・部活動等への参加状況症状等

新型コロナウイルス感染を疑う症状等に関するチェックリスト

 ・  指導・助言内容（自宅待機・登校可否）

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

 ・  受診医療機関名

令和　　　年　　　月　　　日　から　令和　　　年　　　月　　　日まで

 ・  今後の見通し等に係る医師等の所見・助言内容

　　具体的な症状

② 「医療機関」を受診した場合 令和　　　年　　　月　　　日　　　時ごろ
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（４）学生の出席停止の目安 

 

学生の出席停止期間の目安 

場合 登校 出席停止期間と説明 

陽性 
発症者 

× 

発症日の翌日から 10 日間経過し、かつ症状軽快後 3 日間                                   
＊症状軽快とは解熱剤なしで解熱、呼吸器症状の改善 

無症状者 検体採取日の翌日から 7 日間経過して引き続き症状がない場合登校可
１）  

濃厚接触者 × 

同居者: 
陽性者の発症日（無症状の場合は検体採取日）または住居内で感染対
策を講じた日のいずれか遅い方の翌日から７日間出席停止 
同居者以外: 
陽性者と接触した日の翌日から７日間出席停止 

同居家族が濃厚接触者 △ 
濃厚接触者となった同居家族の PCR 検査の結果が判明するまで、かつ濃
厚接触者となった同居家族の最終登校（出勤）日の翌日から 3 日間経
過し症状が出現しないことを確認した後登校可 

同居家族の学校や勤務先などで 
感染が確認された △ 

原則登校可能だが、聞き取りにより同居家族の感染リスクが高い、または詳
細が不明の場合は、同居家族の最終登校日（出勤日）翌日から 3 日間
（学級閉鎖等の期間がこれよりも短い場合はその日数）経過し、学生及び
同居家族に症状が出現しないことを確認した後に登校可 

２）学校で定めた 
「感染の可能性のある者」になった × 

職場や学校、知人から感染の可能性があると連絡があった場合は、７日間
（8 日目解除）は出席停止 

→陽性者と最後に接触した日の翌日からカウント 
軽い風邪症状がある、接触のあった
友人が陽性になった等から不安であ
るため、自分の判断で検査を行う場
合 

× 風邪症状等がある場合は登校を控え、症状がない場合でも検査結果（陰
性）が判明するまで出席停止 

上記に該当する場合は、最終接触日の翌日から 10 日間を経過するまでは、自身で、健康状態の確認やリスクの高い場所の
利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等感染対策を行ってください。 

１） 無症状者が途中症状が出た場合、当初無症状の人であっても、途中で症状が出現してしまったら、発症から 10 日
間は感染性があるとされているため、発症日が起算日となります。 

２）  別紙「接触者のリストアップと対応方法（学生）」参照 

 
＊感染状況によって変わることがあります。 
＊抗原検査キットを使う場合は、薬局などで「医療用」として販売されているものを使用してください。 
＊抗原検査キットは感度が低いため無症状者の使用は推奨されません。陽性であっても陰性と出る場合があるため自

身で検査し陰性となっても確定にはなりません。 
＊症状がある場合は、かかりつけ医に相談するか、最寄りの診察・医療機関、北海道新型コロナウイルス感染症健康

相談センター ℡0120－501－507（24 時間）のいずれかに電話相談してください。 
 

 

 

 

 

 

 - 7 -



 

 

（５）「接触者のリストアップと対応方法」 

 
 

 
 

 

 

＊原則、学級担任・副担任または寮務主事・主事補が行い、学生課が協力する。

①陽性者と⾧時間一緒にいたマスクをしていない学生
②陽性者と同じテーブルで食事をした学生
③その他
１）鼻が出ていた、不織布マスクではなかったなど、マスクを適切に着用していなかった場合
２）換気の悪い狭い空間に30分以上いた場合
３）教室等で30分以上1メートル以内の接触があった場合
４）寮生（アパート、下宿等を含む）の同室者
５）寮の浴室で密な状態で入浴した場合

上記でリストアップされた学生は「感染の可能性あり」のため、7日間の外出自粛とする。
（原則、特別欠席とする。なお、無症状や症状が軽症など、場合によっては遠隔授業も可とする。）
ただし、10日間を経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等
を避ける、マスクを着用する等感染対策を実施する。

接触者のリストアップと対応方法（学生）

陽性者がマスクをしていた場合

次に一つでも当てはまる者＝感染の可能性がある者

＊原則、学級担任・副担任または寮務主事・主事補が行い、学生課が協力する。

①陽性者と同じクラスのマスクをしていない学生
②陽性者と同じテーブルで食事をした学生
③陽性者と特別仲の良いマスクをしていない学生
④陽性者と換気の悪い環境で過ごした学生（狭い部屋で部活動を実施した等）
⑤その他
１）鼻が出ていた、不織布マスクではなかったなど、マスクを適切に着用していなかった場合
２）教室等で1メートル以内の接触があった場合
３）会話時に陽性者が「1メール以内で咳やくしゃみをしていた」、「1メートル以内で大きな声を出していた」場合
４）寮生（アパート、下宿等を含む）の同室者
５）寮の浴室で密な状態で入浴した場合

上記でリストアップされた学生は「感染の可能性あり」のため、7日間の外出自粛とする。
（原則、特別欠席とする。なお、無症状や症状が軽症など、場合によっては遠隔授業も可とする。）
ただし、10日間を経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等
を避ける、マスクを着用する等感染対策を実施する。

接触者のリストアップと対応方法（学生）

陽性者がマスクをしていなかった場合

次に一つでも当てはまる者＝感染の可能性がある者
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（６）課外活動 

 新型コロナ感染症禍における本校における課外活動（部活動等）における取り扱いは以下の基準に従う

ものとする。 

 

○コロナ禍における課外活動基準（抜粋） 
（令和３年８月 23 日 新型コロナウイルス感染症に関する危機対策本部了承） 

（対象） 

第１ 課外活動を許可される学生は、次の要件を全て満たすものとする。  

① 学校内においてマスクの着用・手指消毒を徹底している学生  

② 毎日検温を行い検温システムに登録し、発熱（37.0℃以上）のない学生（長期休業明けについて

は、システム登録の他に記録用紙を顧問に提出する。）  

③ 発熱以外で体調不良のない学生 

（活動開始時期） 

第２ 活動を開始しようとする日以前の２週間において前項①及び②の要件を満たした者は、活動を開

始できる。ただし、一度活動が認められ発熱等の理由により活動を停止された場合は、回復をもって活

動を再開できる。 

 （活動後対策） 

第３ 全道大会及び全国大会に出場又は釧路管外へ移動を伴う活動及び釧路管外からの参加者と接する

ことのある活動等に参加する学生は、万が一、活動中に感染している可能性を考慮し、大会等離脱後２

週間の検温記録を記録用紙に記入し、顧問に提出すること。 

 （報告） 

第４ 学級担任又は分野長及び顧問は、第１項及び第３項の実行を怠っている学生又は不正に報告等を

行った学生がある場合は、その理由等を記載した書面を作成し、顧問を通じて校長に報告する。 

（可否） 

第５ 校長は、前項による報告があった場合は、原則として、当該学生の活動を停止するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 9 -



 

 

（７）特別欠席 

 学生が３７度以上の発熱又は風邪症状等がある場合は、学校保健安全法の規定に準じ、「出席停止」と

して、病院受診を勧め、自宅や学生寮等で静養をするものとする。 

 その際、学生が登校できる状態に回復するまで、本校では「特別欠席」扱いとする。 

 この出席停止措置により、授業に出席できない又は定期試験を受験できない等の状況があれば、登校可

能後に補習・補講や追試験等の措置を行うので、学級担任と相談すること。 

 以下の「発熱又は風邪症状等がある場合の対応フロー」に従うものとする。 
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特別欠席願
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３．新型コロナウイルス感染症対応マニュアル（教職員用） 

（１）教職員の出勤停止期間の目安 

教職員の出勤停止期間の目安 

場合 出勤 出勤停止期間と説明 

陽性 
発症者 

× 

発症日の翌日から 10 日間経過し、かつ症状軽快後 3 日間        
＊症状軽快とは解熱剤なしで解熱、呼吸器症状の改善 

無症状者 検体採取日の翌日から 7 日間経過して引き続き症状がない場合出勤
可１） 

濃厚接触者 × 

同居者: 
陽性者の発症日（無症状の場合は検体採取日）または住居内で感染
対策を講じた日のいずれか遅い方の翌日から７日間出勤停止 
同居者以外: 
陽性者と接触した日の翌日から７日間出勤停止 

同居家族が濃厚接触者 △ 
濃厚接触者となった同居家族の PCR 検査の結果が判明するまで、かつ
濃厚接触者となった同居家族の最終登校（出勤）日の翌日から 3 日
間経過し症状が出現しないことを確認した後出勤可 

同居家族の学校や勤務先などで 
感染が確認された △ 

原則出勤可能だが、聞き取りにより同居家族の感染リスクが高い、または
詳細が不明の場合は、同居家族の最終登校日（出勤日）翌日から 3
日間（学級閉鎖等の期間がこれよりも短い場合はその日数）経過し、
教職員居家族に症状が出現しないことを確認した後に出勤可 

２）職場で定めた 
「感染の可能性のある者」になった × 

職場や学校、知人から感染の可能性があると連絡があった場合は、７日
間（8 日目解除）は出勤停止 

→陽性者と最後に接触した日の翌日からカウント 

軽い風邪症状がある、接触のあった友
人が陽性になった等から不安であるた
め、自分の判断で検査を行う場合 

× 風邪症状等がある場合は出勤を控え、症状がない場合でも検査結果
（陰性）が判明するまで出勤停止 

上記に該当する場合は、最終接触日の翌日から 10 日間を経過するまでは、自身で、健康状態の確認、リスクの高い場所の
利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等感染対策を行ってください。 

１） 無症状者が途中症状が出た場合、当初無症状の人であっても、途中で症状が出現してしまったら、発症から 10 日
間は感染性があるとされているため、発症日が起算日となります。 

２）  別紙「接触者のリストアップと対応方法（教職員）」参照 

 

＊感染状況によって変わることがあります。 
＊抗原検査キットを使う場合は、薬局などで「医療用」として販売されているものを使用してください。 
＊抗原検査キットは感度が低いため無症状者の使用は推奨されません。陽性であっても陰性と出る場合があるため自

身で検査し陰性となっても確定にはなりません。 
＊症状がある場合は、かかりつけ医に相談するか、最寄りの診察・医療機関、北海道新型コロナウイルス感染症健康

相談センター ℡0120－501－507（24 時間）のいずれかに電話相談してください。 
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（２）接触者のリストアップと対応方法（教職員） 

 

 
 

４．新型コロナウイルス感染症禍における学級閉鎖等の基準 

（１）学級閉鎖の基準 

①検討 

クラス内に新型コロナウイルス感染症に感染又は濃厚接触者（学校で認定した感染の恐れがある

者も含む。）に指定された学生がいる場合に、危機対策本部で検討する。 

②基準 

ⅰ 同一の学級において複数の学生等の感染が判明した場合 

ⅱ 感染者が１名であっても、周囲に未診断の風邪等の症状を有する者が複数いる場合 

ⅲ １名の感染者が判明し、複数の濃厚接触者が存在する場合 

ⅳ その他、保健所の助言等を踏まえ、校長が必要と判断した場合 

③学級閉鎖の期間 

 上記②の陽性者又は濃厚接触者が最後にクラスの学生と接触した日から換算して、５日間（土日

祝日を含む。）を目安に、学級閉鎖の期間とする。 

 

例 －２日 －１日 発症日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 

本人 
感染可能期間 

登校 

発症 

登校 

陽性 

欠席 
以降１０日目まで療養期間（出校停止） 

学級 授業 学級閉鎖（５日間） 授業再開 

 

＊原則、陽性者の所属⾧が行う

１）会話
２）飲食
３）喫煙
４）換気の悪い室内で空間を共有
５）休憩室等で寝具を共有
６）車に同乗

接触者のリストアップと対応方法（教職員）

上記でリストアップされた教職員は「感染の可能性あり」のため、7日間の外出自粛とする。
（状況により職専免または在宅勤務とする。在宅勤務は無症状または症状が軽症である場合）
ただし、10日間を経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等
を避ける、マスクを着用する等感染対策を実施する。

上記の状況下で陽性者と次の接触が一つでもあった者＝感染の可能性がある者

陽性者と手の触れることのできる距離（１ｍ以内）で、必要な感染予防策なし（お互いにマスクな
し又は陽性者がマスク着用なし、マスクを正しく着用できていない状態）で15分以上の接触があった
状態。

状況
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（２） 学年閉鎖・学校閉鎖の基準 

①検討 

複数のクラスにまたがり新型コロナウイルス感染症に感染した学生がいる場合に、危機対策本部

で検討する。 

②学年閉鎖 

   複数の学級を閉鎖するなど、学年内で感染が広がっている可能性が高い場合 

③学校閉鎖 

   複数の学年を閉鎖するなど、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合 

 ④学年閉鎖・学校閉鎖の期間 

原則として、学年閉鎖・学校閉鎖となる前日（前日が土日祝日の場合は直近の学校開校日）から換

算して、５日間を目安に、学級閉鎖の期間とする。 

 

５．新型コロナウイルス感染症発生時の消毒マニュアル 

（１）新型コロナウイルス感染症に関する基礎知識 

■ 感染経路 

 一般的には飛沫感染、接触感染、エアゾルで感染します。閉鎖した空間で、近距離で多くの人と会話す

るなどの環境では、咳やくしゃみなどの症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされています。

（WHO は、一般に、５分間の会話で１回の咳と同じくらいの飛まつ（約 3,000 個）が飛ぶと報告して

います。） 

 「飛沫感染」とは： 感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つばなど）と一緒にウイルスが放出され、他の方

がそのウイルスを口や鼻、目の粘膜などから吸い込んで感染することを言います。 

 「接触感染」とは： 感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れるとウイルス

がつきます。他の方がそれを触るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ることにより粘膜から感

染することを言います。 

   感染者がそばにいなくても付着しているウイルスで感染することがあるため手指衛生をしっかり

実施する。 

■ 感染力 

 新型コロナウイルスでは、発症の２日前から発症後７～10 日間程度他の人に感染させる可能性があ

るとされています。特に、発症の直前・直後でウイルス排出量が高くなるため、無症状病原体保有者（症

状はないが検査が陽性だった者）からも、感染する可能性があります。 

 オミクロン株は発症 2 日目前から感染力があり、感染してから約 3 日で発症すると言われています。 

■ 症状と経過 

 主な症状 

 ・発熱（発症者の７～８割に見られる）、咳、だるさ、食欲低下、息切れ、痰、筋肉痛、味覚障害等 

  ＊無症状もあり 
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経過 

 ・風邪症状は発症～１週間程度（８割の患者は軽症のまま治癒） 

 ・呼吸困難、咳・痰は１週間～10 日（２０％の症例で肺炎症状が増悪し入院） 

  

（２）感染者が確認されたときの消毒の実施者・消毒作業の流れ 

■ 学内および寮内の消毒は保健所の指示により実施するが、手順については学内のマニュアルに従っ

て行う。 

■ 実施者は、原則として保健所の指示に従うが実施可能な教職員で行う。物品に接触することによる感

染リスクはゼロではないため、大人数では実施しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 学内および寮内全体の消毒が必要となった場合は、専門業者への依頼も検討する。 

■ 消毒が必要となる箇所 

 ・学内・寮内の、陽性者が接触した可能性のある施設の共有部分 

  ドアノブ、階段手すり、トイレ、机やテーブル、椅子、照明スイッチ等 

 ＊床や靴底にウイルスが存在していてもそれが感染の要因となった報告はない。靴底の消毒について

は、安全な方法がなく、作業が増えて必要な対応がおろそかになる等リスクがあるとされ、推奨され

ない。国立感染症研究所より 

 ＊無症状の濃厚接触者が触れたものの消毒は不要である。 

 ・学寮の居室について 

 ＊オミクロン株がプラスチック上では 8 日間生存するといわれていることから、必ず消毒を実施する。 

■ 消毒作業の流れ 

１）事前準備 

 ① 消毒実施チームのリーダーを決め、消毒方法について確認する。（本マニュアルの確認） 

 ② 消毒は６０％以上のアルコールでの実施とし、ビニール袋の中にペーパータオルを入れ、アルコ

ール液をたっぷりと浸したものをたくさん準備する。（バケツ等でも可） 

   （保健室７２３６に連絡） 

 ③ 使用済みのペーパータオルを破棄する袋も準備する。 

 ④ 消毒エリアを選定する。＊保健所に相談 

 
- 15 -

○新型コロナウイルスの残存期間 

↓ 

・プラスチック:従来株／56 時間、ガンマ株／59.3 時間、デルタ株／114 時間、ベータ株／156.6 時間、 

アルファ株／191.3 時間、オミクロン株／193.5 時間 

 ・皮膚:従来株／8.6 時間、ガンマ株／11 時間、デルタ株／16.8 時間、ベータ株／19.1 時間、 

アルファ株／19.6 時間、オミクロン株／21.1 時間 



 

 

⑤ 人数分の個人防護具の準備 

  ・マスク・手袋は基本装備とする。 

  ・目の保護のためのゴーグルまたはフェイスシールド（必要時） 

  ・ガウン、エプロン＊撥水性のレインコート、ゴミ袋等で代用可（必要時） 

 

  

スプレー型の消毒液を直接噴霧すると確実な量が噴霧されず吸引毒性があること、ウイルスの舞い上が 

りの可能性があるので、ペーパータオルなどにしみこませて拭き取りで実施する。 
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２）消毒の実施 

 ① リーダーが消毒箇所毎の分担者を決定する。 

  ＊居室等の消毒清掃の場合は必ず実施者を明確にしておく。 

 ② 手袋とマスクは基本装備とするため、実施者は必ず装着する。 

 ③ 消毒するときは十分な換気を行う。 

 ④ 消毒作業は上から下に行う。 

 ⑤ 拭き取り消毒は同一方向に行い、後戻りしない。 

 ⑥ １回拭き取るごとにペーパータオル等は廃棄し、使い回さない。 

 ⑦ 作業中、薬剤臭が強いと感じた場合は、薬剤臭が消えるまで、十分な換気を行う。 

 ⑧ 拭き終わったペーパータオル等は順次ポリ袋等に捨てる。 

３）個人防護具の着脱の順番 

 ① 装着の順番 

  手指消毒 → （ガウン等） → マスク → （ゴーグル等） → 手袋 

 ② 外す順番 

  手指消毒 → 手袋 →手指消毒 → （ゴーグル・ガウン等→手指消毒） 

  →マスク → 手洗い 

  
＊ひとつの動作ごとにアルコール消毒実施 

４）ゴミの廃棄について 

＊ゴミ袋をしばる際は、屋外で空気を抜きしばるようお願いします。 
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■参考資料等   

・新型コロナウイルス感染省に対する感染管理（国立感染研究所） 

・厚労省ホームページ・経済産業省ホームページ 

・『新型コロナウイルス感染症に対する感染管理』国立感染症研究所 国立国際医療研究センター 国際感染症センター 

・日本産業衛生学会『職域のための新型コロナウイルス感染対策ガイド』2021.5.12 更新 

・『新型コロナウイルス感染症対策』北海道医療大学認定看護師研修センター感染症専門看護師・感染管理認定看護師 

 感染管理分野主任教員 原 理加先生講義資料 ＊本マニュアルは原先生からの助言を受けて作成 
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【第３章：連絡体制等】 
 

１．連絡手段 

 新型コロナウイルス感染症に関する連絡事項（罹患情報・基準等の制定・改正・注意喚起・学級閉鎖情

報等）に関しては、以下の方法により、教職員、学生・保護者及び地域のみなさまにお知らせする。 

 

①本校ウェブサイトへの掲載（主に保護者・一般の方向け） 

⇒【COVID-19】新型コロナウイルス感染症に対する対応について に集約 

②Microsoft Teams（学生向け） 

 ⇒授業等に関して必要な情報をお知らせする。 

③さくら連絡網（学生向け） 

 ⇒授業等に関して必要な情報をお知らせする。 

④メール（教職員向け） 

 

２．公表方針 

（１）方針 

本校は、学生及び教職員に、新型コロナウイルス感染症に罹患した者が生じた場合は、地域への感

染拡大防止における社会的責任を果たすため、原則としてその事実を社会に公表する。 

（２）公表方法 

①本校は、学生及び教職員がPCR検査等を受検し、結果が陽性であった場合は、速やかに公表する。 

②公表方法は、本校ウェブサイトへの掲載による。 

③公表内容は、陽性者及びその家族や濃厚接触者等の個人情報保護及び人権尊重へ配慮した上で、

陽性者及び必要に応じてその接触者の区分（学生・教職員）、人数、本校の対応及び理解・配慮の

依頼とする。 

また、日々の陽性者数についても、当分の間、公表する（公表内容は次ページのとおり）。 

（３）公表に当たっての留意事項 

① 公表方針の承諾 

公表に当たっては、陽性者及び保護者等に対して、改めて承諾を得る。 

② 公表により懸念される事項 

公表により、陽性者及びその家族や濃厚接触者等を特定しようとする行為、誹謗中傷、いじめ等

が懸念される。これを防ぐため、学生及び教職員に対して、陽性者等の個人情報保護及び人権尊重

への理解と配慮について周知する。 
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（ウェブサイト公表内容（日々の陽性者数）） 

 

新型コロナウイルス感染状況に関する情報公開 

 

令和〇年〇月〇日（〇） 〇時現在 

 

 

 

※上記の人数は、本校の学生及び教職員のうち、現在療養期 

間中の者の人数であり、既に登校又は出勤している者は含 

みません。 

※濃厚接触者等については、学校では状況を把握しますが、 

人数の公表は行いません。なお、濃厚接触者及びその他の 

接触者で必要と判断した者については、登校又は出勤して 

おりません。 

 

３．連絡先等 

 〇教職員勤務時間内（平日８：３０～１７：００） 

学級担任・専攻科指導教員 

   学生課修学支援係 0154-57-7222 

   学生課学生支援係 0154-57-7224 

学生課寮務係   0154-57-7226 

     

〇教職員勤務時間外（平日１７：００以降、土日祝日） 

   本校警備員室   0154-57-7203 
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PCR検査等陽性者数 〇名 


